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条    文 解  説 

〔前文〕 

私たちのまち甲府市は、あふれる光と清らかな水に恵まれた甲府盆地にあり、先

人は、輝かしい歴史を築きあげ、多彩な地域の文化を育んできました。 

いま、人と人、人と自然が共生し、平和で住みよいまちとして発展させ継承して

いくために、私たちは、自律した自治のあり方を見据え、そのしくみをより確固た

るものとしなければなりません。 

私たちは、主体的に生き、人を思いやる心を大切にし、市民と市議会と市長をは

じめ市政を執行するものとの協働により、公正で平等な地域社会をつくり、市民の

福祉の増進１）を図って、次の世代に引き継いでいきます。 

私たちは、甲府市民としての誇りと責任をもち、ここに、甲府市自治基本条例を

制定します。 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方自治の本旨である住民自治と団体自治の考え方に基づ

き、市民、市議会と市長その他の執行機関２）の役割と責務など自治を推進する基

本的しくみを定めることを目的とします。 

前文 

① 前文は、この条例の制定の趣旨、目的、基本原則などを述べる

もので、本文と一体をなすものとして本文各条項の解釈基準とな

るものです。 

② 自治基本条例は、甲府市の最高規範として、自治の理念や基本

原則などを定める重要な条例であり、それらを明らかにするため

に前文を置きました。 

③ 甲府市は、山岳地域をはじめとする美しい自然に恵まれ、県庁

所在都市の中で全国一の日照時間を誇る光が甲府盆地に降り注

ぎ、金峰山を源流とする豊かで清らかな水は、荒川として市内を

流れています。また、盆地に点在する古墳や遺跡、市内各地で伝

承されてきた民俗行事など、人々は輝かしい歴史と彩りの文化を

育んできました。 

④ 「自律した自治」とは、自ら決定した規範等に従って行動し、

その結果について自ら責任を負う自治をいいます。 

⑤ 「甲府市市民憲章」の「この甲府の市民であることに誇りと責

任を感じ」の趣旨を踏まえ、市民、市議会、市長等が協働して起

草した甲府市自治基本条例を制定することを謳っています。 

 

第１条（目的） 

① 目的規定は、この条例の立法目的を示すものです。 

② 「住民自治」とは、地方の事務処理を中央政府の指揮監督によ

るのではなく、当該地域の住民の意思と責任のもとに実施するこ

とをいいます。 
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 （最高規範性） 

第２条 この条例は、本市の自治を推進するための最高規範であり、市は、他の条

例等の制定や改廃、また、法令や他の条例等の解釈や運用に当たっては、この条

例との整合性を図るものとします。 

  

 

 

 

 

 

 

 （用語の意味） 

第３条 この条例における用語の意味は、次に定めるところによります。 

 ⑴ 市民 市内に住む人のほか市内で働く人、学ぶ人、事業その他の活動を行う

人や団体をいいます。 

 ⑵ 住民 市内に住所がある人をいいます。 

 ⑶ 市長その他の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会と固定資産評価審査委員会をいいます。 

 ⑷ 参画 市民が、政策の立案、実施や評価の過程等に主体的に参加することを

いいます。 

③ 「団体自治」とは、国家の中に国家から独立した団体が存在し、

この団体がその事務を自己の意思と責任において処理することを

いいます。 

 

第２条（最高規範性） 

① 自治基本条例は、甲府市の条例体系の頂点にある条例として、

自律した自治のあり方やしくみを定めるものです。 

② この条例が市政運営における最も基本となる条例であることを

明確にし、他の条例や規則などの制定や、改正、改廃に当たって

は、この条例との整合を図ることを定めることにより、最高規範

性を持っていることを明らかにしています。 

③ 法令や県が定める条例等の解釈や運用に当たっては、この条例

に基づき、「自主的な法令解釈と条例の制定」（第 23条）を定めて

います。 

 

第３条（用語の意味） 

① この条例の中で使われる用語のうち、認識を共通にしておきた

い重要な用語として、「市民」、「住民」、「市長その他の執行機関」、

「参画」、「協働」、「コミュニティ団体等」の意義や意味を定めて

います。 

② 法令においては、住所の有無によって、権利や責務の内容が異

なるため、この条例においても、その違いを明確にする必要があ

ります。 

  このため、甲府市に住所を有する者の用語を「住民」とし、「市 
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 ⑸ 協働 市民、市議会と市長その他の執行機関２）が、それぞれの立場や特性を

尊重し合い、自覚と責任をもって相互に補完し地域課題を解決するために協力

し合うことをいいます。 

 ⑹ コミュニティ団体等 地域社会の中で地縁や共通の公共的関心事によって

つながりをもち、互いに助け合い、あるいは共通目的を達成するために結ばれ

た自治会等の団体や特定非営利活動法人、ボランティア団体等をいいます。 

 

〔第２章 基本原則〕 

 （参画と協働の原則） 

第４条 市民、市議会と市長その他の執行機関２）は、その独立性と対等性を互いに

尊重し、参画と協働を推進します。 

  

 

 

 

 

 

（情報共有の原則） 

第５条 市民、市議会と市長その他の執行機関２）は、市政に関する情報を共有しま

す。 

 

 

 

 

民」は、市内に住所を有する人や市内の事業所に勤務している人、

市内の学校に通学している人に加え、市内で市民活動をするなど、

さまざまな活動を行っている個人、事業者、団体を示す用語とし

て定めています。 

③ 「ボランティア団体等」には、ボランティア団体のほか市民活

動団体を意味しています。 

 

 

第４条（参画と協働の原則） 

① 前文で示した「自律した自治のあり方」を実現するための根本

的な原則として、市民、市議会及び市長その他の執行機関が、そ

の独立性と対等性を互いに尊重し、「参画と協働」していくことを

定めています。 

② 市民が市政に参画する権利は、「市民の市政に参画する権利と責

務」（第 6条）で明らかにし、協働と参画の具体的な内容を第７章

「参画と協働の推進」に定めています。 

 

第５条（情報共有の原則） 

① この条例の基本原則である「参画と協働」を推進するためには、

市民、市議会及び市長その他の執行機関のそれぞれが持っている

市政に関する「情報の共有」が必要です。 

② 「情報の共有」を維持するためには、「市民の知る権利」（第 8

条）を明確にするとともに、「市議会の情報の公開と説明責任」（第

14条）や、「市長その他の執行機関の情報の公開」（第 19 条）、「市 
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〔第３章 市民の権利と責務〕 

 （市民の市政に参画する権利と責務） 

第６条 市民は、等しく市政に参画する権利があります。 

２ 市民は、市政への参画に当たっては、自らの発言と行動に責任をもたなければ

なりません。 

３ 市民は、市政に参画しないことにより不利益な扱いを受けません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長その他の執行機関の説明責任」（第 20条）に定めています。 

 

 

第６条（市民の市政に参画する権利と責務） 

① この条文では、特に「自然人」としての市民の権利と責務を定

めています。 

  また、子どもや法人としての市民、事業者、団体の権利と責務

については、「子どもの権利」（第 10条）、「コミュニティ団体等の

役割」（第 11条）、「事業者の責務」（第 12条）に定めています。 

② 市民の市政に参画する権利は、住民自治推進の観点から、市民

の当然の権利です。 

  「等しく市政に参画する権利」は、年齢、性別、国籍、人種、

性的志向（ジェンダー）、政治思想、民族、宗教、身体、精神障害

の有無及び社会的地位などを問わない権利であることを明らかに

しています。 

③ 「市政」は、政策形成に限らず公共サービス活動も含め、広い

意味での「市政」を指しています。 

④ 政策形成への市民参画については、第 7章「参画と協働の推進」

に定めています。 

⑤ 「市政に参画しない場合の規定」（第 3項）は、権利と責務に関

するものではありませんが、市政に参画しないことによる不利益

な取扱を受けないために、市民と市との関係として特に定めてい

ます。 
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 （市民の行政サービスを受ける権利と責務） 

第７条 市民は、行政サービスを受ける権利があります。 

２ 市民は、行政サービスに伴う負担を分かち合わなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （市民の知る権利） 

第８条 市民は、市が保有する情報について知る権利があります。 

 

 

 

 

 

 

 （市民の個人情報の保護に関する権利） 

第９条 市民は、市が保有する個人の自己に関する情報について、開示や訂正など

の適正な措置を請求する権利があります。 

 

第７条（市民の行政サービスを受ける権利と責務） 

① 行政サービスを受ける権利は、地方自治法第 10条第 2項の規定

に、住所を有する「住民」がひとしく有する権利として規定され

ていますが、この条例で定める市外からの通勤者や通学者等を含

めた「市民」の概念では、ひとしい権利として定められないため、

単に行政サービスを受ける権利があることのみを定めています。 

② 行政サービスを受けるためには、税金や施設の使用料、証明書

発行の手数料などの経済的な負担、協働でまちづくりをする事業

などに自主的に参加することによる負担などを分かち合わなけれ

ばなりません。 

 

第８条（市民の知る権利） 

① 市民の知る権利は、情報の共有の権利を市民の権利として改め

て明確にするものです。 

② 市民の知る権利は、市が保有する全ての情報について、その権

利を保障するものではなく、情報公開条例や個人情報保護条例で

不開示とされている情報については、それぞれ条例の定める制限

を受けることになります。 

 

第９条（市民の個人情報の保護に関する権利） 

  市民には、議会、市長その他執行機関、上下水道管理者が保有

する個人情報の開示や、訂正、利用停止を請求する権利があるこ

とを明らかにし、市政の適正で円滑な運営を図りながら、個人の

権利と利益を保護します。 
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 （子どもの権利） 

第１０条 子どもは、健やかに育つ権利があります。 

２ 子どもは、社会の一員として市政に参画する権利があります。 

 

 

 

 

 

 （コミュニティ団体等の役割） 

第１１条 コミュニティ団体等は、その担い手として住民自治を推進する役割があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （事業者の責務） 

第１２条 事業者は、地域社会の一員として社会的責任を果たさなければなりませ

ん。 

第１０条（子どもの権利） 

① 明日の社会を築き上げていく社会の珠玉である子どもを大切に

育てるため、子どもが家庭や地域、学校において、健やかに育ま

れる環境をつくる責務があることをさらに踏み込んで、「子どもの

権利」を定めています。 

② 子どもが市政に参画するものとしては、まちづくり活動への参

画やパブリックコメント等への参画が想定されます。 

 

第１１条（コミュニティ団体等の役割） 

① コミュニティ活動は、地域住民や共通の課題に意識を持つ市民

などによるコミュニティが自律性と自主性のもとにまちづくりの

担い手となることを目指して取り組むものです。 

② これまでは、自治会などの地縁型のコミュニティが、自治の推

進に大きな役割を果たしてきましたが、近年は、ボランティア、

ＮＰＯなどテーマ型のコミュニティによる地域活動も活発化し、

身近な問題は自分たちで解決する地域の問題であるという住民自

治意識が高まるなど、これらが住民自治を推進する担い手となっ

ています。 

③ 甲府市では、まちづくり協議会と協働して、ふれあい事業、環

境美化事業、子供を育む地域交流事業などに取り組んでいます。 

 

第１２条（事業者の権利と責務） 

① 地域社会を構成する「市民」の一員である事業者について、特

に、その担う責務を明確にし、地域社会との調和を図るなど社会 
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〔第４章 市議会と市議会の議員の役割と責務〕 

 （市議会の役割と責務） 

第１３条 市議会は、住民の選挙によって選ばれた市議会の議員で構成する議事機

関であり、法令や条例に定める権限を行使し、市長その他の執行機関２）の市政運

営の監視や抑制をする機能があります。 

２ 市議会は、政策論議や立法活動の充実を図ることにより、市政の発展と市民の

福祉の増進１）を図ります。 

３ 市議会は、法令に定めるもののほか、市政の重要な事項について、条例で定め

ることにより、市議会の議決事項とすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 （市議会の情報の公開と説明責任） 

第１４条 市議会は、積極的な情報の公開を図るとともに、市民にわかりやすく説

明をする責任があります。 

 

的な責任を果たすことを求めています。 

② 「事業者」は、株式会社などの営利法人をはじめ、学校法人、

社会福祉法人などの公益法人や、協同組合などの中間法人を指し

ています。 

 

第１３条（市議会の役割と責務） 

① 住民を代表する市議会の議員によって構成された市議会は、条

例の制定や改廃、予算の議決、決算の認定などにより意思決定を

行うとともに、調査権、同意権、監査の請求権、請願の受理など

法令や条例に定める権限を行使して、市長その他の執行機関の市

政運営が適正に執行されているか監視や抑制する機能を持ってい

ます。 

② 市議会は、議会における政策論議を深め、常に市民全体の福祉

の増進を図るための実質的な審議を尽くすとともに、その活動に

当たって、常に市民の意思を把握し、その意思を反映する条例（果

実）を議決していきます。 

③ また、条例で議決すべき事項を定めることができます。（地方自

治法第 96条第 2項） 

 

第１４条（市議会の情報の公開と説明責任） 

① 第 2章「基本原則」の「情報共有の原則」（第 5条）に基づき、

本条に「市議会の情報の公開と説明責任」を定めるとともに、「市

長その他の執行機関の情報の公開」（第 19条）と「市長その他の

執行機関の説明責任」（第 20条）を定めています。 
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 （市議会への市民参加と市議会の活性化） 

第１５条 市議会は、市民の傍聴を積極的に受け入れ、市民との直接対話の場を設

けるなどにより、市議会への市民参加を推進するとともに、市議会の活性化を図

り、開かれた市議会を目指します。 

 

 

 

 （市議会の議員の責務） 

第１６条 市議会の議員は、市民の代表者として品位と名誉３）を保持し、自己研さ

んに努めるとともに、常に市民全体の利益を行動の指針とし、誠実に職務を遂行

します。 

 

 

（市議会の議長の責務） 

第１７条 市議会の議長は、誠実で公正な職務の遂行と民主的で効果的な市議会運

営に努めます。 

２ 市議会の議長は、市議会の議員の協力による円滑な議事運営４）を進めるととも

に、事務局職員の知識と能力の向上を図ります。 

② 説明責任は、「情報共有の原則」（第 5 条）及び「市民の知る権

利」（第 8条）の前提条件となるものです。 

③ 市議会の情報公開については、甲府市の情報公開条例に基づい

て実施されています。また、本会議のＣＡＴＶ中継放映や、会議

録、議会だより、市ホームページなどで情報を公開しています。 

 

第１５条（市議会への市民参加と市議会の活性化） 

  市議会への市民参加を促すため、「自然人」としての市民の権利

としての傍聴権や請願権等の積極的な活用、委員会における公聴

会制度や参考人制度の活性化、重要な市政課題等は市民と直接対

話する場を設けることなどに取り組み、活発な議論が交わされる

開かれた市議会の実現を目指します。 

 

第１６条（市議会の議員の責務） 

  市議会の議員は、市民を代表する者（市民の代弁者）であり、

常に品位と名誉をもって行動することをはじめ、審議能力、政策

調査、政策立案・提言能力を高めるための資質向上への絶え間な

い努力や市民全体の利益を考えて行動することを定めています。 

 

第１７条（市議会の議長の責務） 

① 市議会の議長は、議会を代表する責任者として、円滑な議会運

営に努める職責があります。 

② 議長は、リーダーシップを発揮して、議員の協力のもとで円滑

な議事運営に努めます。 
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〔第５章 市長その他の執行機関２）の責務〕 

 （市長その他の執行機関２）の責務） 

第１８条 市に、住民の選挙によって選ばれた市の代表である市長を置きます。 

２ 市長その他の執行機関２）は、多様な意見に配慮し、市民の意思を市政に反映さ

せ、福祉の増進１）を図らなければなりません。 

３ 市長その他の執行機関２）は、職員の知識と能力の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 （市長その他の執行機関の情報の公開） 

第１９条 市長その他の執行機関２）は、積極的な情報の公開を図り、公平、公正で

透明な市政を推進します。 

 

 

 

（市長その他の執行機関の説明責任） 

第２０条 市長その他の執行機関２）は、政策の立案、実施、評価の過程において、

その内容、効果等について市民にわかりやすく説明をする責任があります。 

③ 市議会の政策立案機能を高めていくためには、議会事務局の法

制能力の向上や議員の調査活動を支援する職員の強化が不可欠で

す。議長は事務局職員の人材育成に努めることを定めています。 

 

第１８条（市長その他の執行機関の責務） 

① 地方自治法第 139 条の規定により、市長の設置が謳われていま

すが、自治の基本理念に基づき、市民から直接選ばれ、市民の信

託に基づく市政を運営する市の代表としての重要な機関として市

長の設置を改めて明記しています。 

② 市長その他執行機関は、多様な市民の意見に配慮し、市民の意

思を市政に実現させる責務があります。 

③ 甲府市では、分権時代を担う情熱と創造力を持ち、自立した職

員の育成を目指して人材育成の具体的推進を図るため、平成 18年

3月に「新甲府市人材育成方針」を策定しています。 

 

第１９条（市長その他の執行機関の情報の公開） 

  市長その他の執行機関の情報公開については、第 2 章「基本原

則」に「情報の共有」（第 5 条）を定めるほか、「市議会の情報の

公開と説明責任」（第 4 章第 14 条）と同様、この条文においても

定めています。 

 

第２０条（市長その他の執行機関の説明責任） 

① 市長その他の執行機関の説明責任については、「市議会の情報の

公開と説明責任」（第 14条）に説明責任を定めるとともに、市長 



10 

条     文 解  説 

  

 

 

 

 （市の職員の責務） 

第２１条 市の職員は、市民の福祉の増進１）のために全力を挙げて職務を遂行しな

ければなりません。 

 

 

〔第６章 市政運営〕 

 （基本構想等） 

第２２条 市は、総合的で計画的な市政の運営を図るため、市議会の議決を経て、

まちづくりの指針となる基本構想を定めます。 

２ 市は、基本構想の実現を図るための計画を定めます。 

 

 

 

 

（自主的な法令解釈と条例の制定） 

第２３条 市は、市民生活や地域社会の課題に対応した政策を推進するため、地方

自治の本旨に基づき、自主的に法令の解釈５）や条例の制定を行います。 

その他の執行機関においても同様な内容を定めています。 

② 説明責任は、「情報共有の原則」（第 5 条）及び「市民の知る権

利」（第 8条）の前提条件となるものです。 

 

第２１条（市の職員の責務） 

  市長その他の執行機関や市議会事務局の職員は、法令等を遵守

し全体の奉仕者として、市民福祉の増進のために全力を挙げて職

務を遂行する責務があります。 

 

 

第２２条（基本構想等） 

① 市は議会の議決を経て、まちづくりの指針となる基本構想とし

て、都市像とそれを実現するための施策の方向性を示す基本目標

を定め、総合的で計画的な行政運営をしなければなりません。 

② 甲府市総合計画は、この基本構想とその施策の基本区分の中で、

各年度に取り組む具体的な事業を取りまとめた実施計画で構成し

ています。 

 

第２３条（自主的な法令解釈と条例の制定） 

  地方分権の進展に伴い、市は市民生活や地域社会に実態に基づ

いた政策課題を解決するため、自主的に法令を解釈することや政

策の実効性と継続性などを高めるため、議会の議論に付して条例

として制定するなど、立法、法執行、争訟及び評価により政策活

動を推進します。 
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条     文 解  説 

 （財政運営） 

第２４条 市は、自立的な財政運営を行うことにより財政の健全性の確保に努めま

す。 

２ 市は、財政状況を市民にわかりやすく公表します。 

 

 

 

 

 

 （市の組織） 

第２５条 市は、社会経済情勢の変化や市民の要望に的確に対応するため、効率的

で機能的な市民にわかりやすい組織を編成します。 

 

 

 

 （行政手続） 

第２６条 市は、市民の権利利益を保護するため、行政上の手続を適正に行い、公

正で民主的な行政運営を推進します。 

 

 （行政評価） 

第２７条 市は、効果的で効率的な行政サービスの提供と行政運営の透明性の向上

を図るため、客観的な行政評価を実施し、その結果を公表します。 

第２４条（財政運営） 

① 社会経済各分野の構造改革と地方分権が進む中で、市は収入（歳

入）と支出（歳出）のバランスの取れた持続性のある健全な財政

運営と、予算の執行に当たっては、最小の経費で最大の効果を挙

げるように努め、財政的にも自立することが必要になっています。 

② 財政状況の公表は、地方自治法第 233 条第 6 項の規定により、

年 1 回公表していますが、広報やホームページなどを利用すると

ともに、市民に分かりやいよう工夫して公表することが大切です。 

 

第２５条（市の組織） 

  市は、常にその組織と運営の合理化に努めるとともに、その規

模の適正化を図らなければなりません。 

また、編成する組織は、その時の政策課題などに対応するもの

であることや、市民にわかりやすいものでなければなりません。 

 

第２６条（行政手続） 

  市が行う処分、行政指導及び届出に関する手続に関しては、公

正、公平で適正な処理を行い、市民の権利利益を保護します。 

 

第２７条（行政評価） 

市は、事業を効率性や必要性等の視点から見直すシステムを確

立し、限られた経営資源を効率的で効果的に活用する質の高い行

政サービスを提供するとともに、第三者による外部評価を実施す

るなど、行政運営の透明性の向上を図ります。 
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条     文 解  説 

 （国や他の自治体との関係） 

第２８条 市は、国や山梨県と対等、協力の関係のもとに市政を運営します。 

２ 市は、国や他の自治体と積極的に連携を図り、共通する課題の解決に努めます。 

 

 

 

 

 （国際交流の推進） 

第２９条 市は、相互理解の醸成等を図るため、世界の国や地域における自治体等

との交流を推進します。 

 

 

 

 

〔第７章 参画と協働の推進〕 

 （協働のしくみの構築） 

第３０条 市は、協働のしくみを構築します。 

 

 

第２８条（国や他の自治体との関係） 

  地方分権改革により、国、県、市町村等は、対等で協力する関

係にあることが明確になりました。 

  この関係に基づき、甲府市と周辺地域などが抱える共通の課題

については、国、山梨県及び他の市町村と連携して解決を図るよ

う積極的に働きかけていきます。 

 

第２９条（国際交流の推進） 

① 市は、世界の国や地域の自治体等と、人、経済、文化などの交

流を活発に進めていきます。 

② 「市民の市政に参画する権利と責務」（第 6条）の「等しく市政

に参画する権利」の趣旨には、国際交流を進めて、国籍や文化や

宗教の違いなどを乗り越えて人々が相互理解や親交を深める意味

を込めています。 

 

第３０条（協働のしくみの構築） 

  市は、協働のパートナーとして、市民、コミュニティ団体、Ｎ

ＰＯ、ボランティアや、私的営利企業による社会貢献活動を取り

込み、より大きな輪を設定するよう、協働の可能性や人と人との

つながりの拡大を図り、相互に責任を持ってまちづくりに協力し

合える関係をつくります。 
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 （市民の要望の取扱い） 

第３１条 市は、市民の市政に関する要望や苦情について誠実に対応します。 

 

 

 

 （市民の意見提出） 

第３２条 市は、重要な条例や計画の策定等に当たり、事前に案を公表し、広く市

民に意見を求め、これを考慮します。 

２ 市は、市民から提出された意見とこれに対する市の考えを公表します。 

 

 

 

 （審議会等の委員の公募） 

第３３条 市は、市民の市政への参画の機会を広げ、公正で透明な市政を推進する

ため、審議会等の委員に公募の委員を加えるよう努めます。 

 

 

 

 （直接請求、住民監査請求等） 

第３４条 住民は、条例の制定や改廃などの直接請求や、住民監査請求等について

地方自治法の規定に基づきこれを行うことができます。 

 

 

第３１条（市民の要望の取扱い） 

  市は、市民の市政に関する要望や苦情を的確に受け止め、速や

かに検討し、その意見を取り入れるか取り入れないかについて返

答するなど誠実な対応をします。 

 

第３２条（市民の意見提出） 

  甲府市では、平成 16年 4月に「こうふ市民意見提出制度実施要

綱」を定め、市民に義務を課したり権利を制約する条例を制定し

たり改廃するとき、また、市の施策に関する基本的な計画を決定

したり変更するときには市民の意見を聞き、市の考えを公表する

パブリックコメント６）を実施しています。 

   

第３３条（審議会等の委員の公募） 

  甲府市では、平成 11年 9月に「甲府市附属機関等の設置及び運

営に関する要綱」を施行し、法律や条例により設置される審査会、

審議会、調査会等の委員の一部を、公募により選任するよう努め

ています。 

 

第３４条（直接請求、住民監査請求等） 

 地方自治法は、代表制民主主義の欠陥を補い、住民による恒常

的な監視を可能とするために、国にはみられない直接民主主義的

制度として、条例の制定や改廃、市議会の解散、市長や市議会議

員等の解職、事務の監査請求などの直接請求や、住民監査請求、

住民訴訟の制度を設けています。 
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条     文 解  説 

 （住民投票） 

第３５条 市は、市政に関する重要事項について住民の意思を反映するため、住民

投票を実施することができます。 

２ 市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 

３ 市は、住民投票の実施に関し必要な事項を別に条例で定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔附則〕 

１ この条例は、公布の日から施行します。 

２ 市は、この条例の施行後４年以内に、市民の意見を反映したこの条例の見直し

を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じます。 

 

第３５条（住民投票） 

① 住民投票制度は、政策過程に住民の提案が直接影響を与えるこ

とを志向する参加民主主義の制度の課題を考える重要なテーマの

一つです。 

② 地方自治法には、住民の権利として、議会の解散請求、議員や

長の解職請求について住民投票制度があります。 

  また、昨今の住民投票制度の動向として、合併特例法による市

町村合併をめぐる直接請求を議会が否決した場合の対応をはじ

め、常設型住民投票条例の制定による政策提言、条例の制定や改

廃の直接請求などと連動させる試みも生まれてきています。 

③ この条文では、住民自治の更なる発展を図る観点から、市政に

関する重要事項について住民の意思を確認するために住民投票を

実施できることを定めています。 

④ 今後、住民投票を実施する条例を制定する際には、これらの状

況を十分認識する中で、代表制民主制の意義を発揮させるととも

に、日々の住民参加や住民による決定への参加のしくみを検討し

ていく必要があります。 

 

〔附則〕 

① この条例は、議会の議決を経て交付された日から施行します。 

② この条例の施行後 4 年以内に、この条例が第 1 条に規定する目

的を達成するのに適当であるか無いかを検討して、必要と認めた

ときは改正などの措置を講じます。また、社会情勢の変化等によ

り、改正などの措置を講じることもあります。 
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③ 用語解説 

１）福祉の増進 

幸せな生活を営むこと、より良く生きること 

２）市長その他の執行機関 

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員会、

農業委員会、固定資産評価審査員会 

３）品位と名誉 

品格と誇り 

４）円滑な議事運営 

議論が活発におこなわれるよう、秩序ある環境を保持し会議を

進行すること 

５）自主的な法令解釈 

法令についての調査研究を重ね、積極的・自主的に、適正に法

令を解釈し、法律を使いこなすこと 

６）パブリックコメント 

重要な政策等の意思決定を行う時に、政策の趣旨や内容等の原

案を公表して広く市民の意見を求め、提出された意見を考慮し、

意思決定を行う仕組みのこと 

④ 甲府市自治基本条例は、甲府市自治基本条例推進研究会（平成

２２年８月３日設置）において検証を行い、「甲府市自治基本条例 

条文と解説」を改正いたしました。 

 

 


